
江東区議会第２回定例会（６月１１日～６月３０日）における
活動を報告します

平平和和とくくららししを全全力力！！守る政治に
安
倍
内
閣
の
解
釈
改
憲
に

よ
る
集
団
的
自
衛
権
行
使
の

容
認
は
、
武
力
行
使
の
発
動

が
、
内
閣
の
勝
手
な
判
断
で

行
わ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
戦
争

に
つ
き
従
い
、
自
衛
隊
が
世

界
中
で
戦
争
す
る
こ
と
に
な

る
こ
と
。
安
倍
首
相
の
判
断

で
憲
法
解
釈
を
変
え
て
し
ま

う
の
は
、
立
憲
主
義
の
否
定

で
許
さ
れ
な
い
こ
と
。
憲
法

９
条
は
世
界
の
宝
で
あ
り
、

政
府
に
必
要
な
の
は
、
北
東

ア
ジ
ア
に
平
和
の
枠
組
み
を

つ
く
る
外
交
努
力
だ
と
強
調

し
ま
し
た
。

「
平
和
都
市
宣
言
」
の
本

区
の
区
長
と
し
て
、
集
団
的

自
衛
権
行
使
容
認
の
撤
回
を

求
め
よ
と
迫
り
ま
し
た
が
、

総
務
部
長
は
「
国
の
動
向
を

見
守
り
た
い
」
と
答
弁
。

社
会
保
障
破
壊
の

「
医
療
・
介
護

総
合
法
案
」

安
倍
政
権
の
「
医
療
・
介

護
総
合
法
案
」
は
、
病
院
ベ

ッ
ド
を
４３
万
床
減
ら
し
、
要

支
援
の
軽
度
要
介
護
者
を
介

護
保
険
か
ら
除
外
す
る
な

ど
、
国
民
を
医
療
・
介
護
か

ら
追
い
出
す
も
の
で
、
憲
法

２５
条
の
否
定
だ
と
批
判
。
区

は
政
府
に
対
し
、
制
度
改
悪

の
中
止
と
介
護
保
険
料
・
国

保
料
軽
減
等
に
向
け
、
国
庫

負
担
増
額
を
要
求
す
る
こ
と

を
求
め
ま
し
た
。

ま
た
「
消
費
税
増
税
は
社

会
保
障
の
た
め
」
は
成
り
立

た
ず
、
来
年
の
１０
％
増
税
中

止
を
求
め
よ
と
た
だ
し
ま
し

た
が
、
区
は
、
政
府
の
改
悪

に
追
随
し
ま
し
た
。

住
宅
・
店
舗
改
修
へ

助
成
制
度
の
実
施
を

４
月
か
ら
の
消
費
税
増
税

で
中
小
業
者
の
営
業
が
一
段

と
厳
し
く
な
っ
て
い
る
と
指

摘
し
、
地
域
経
済
活
性
化
に

向
け
、
全
国
６
２
８
自
治
体

が
実
施
し
、
高
い
経
済
効
果

を
発
揮
し
て
い
る
住
宅
リ
フ

ォ
ー
ム
助
成
や
店
舗
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
助
成
の
実
施
を
要

求
。
ま
た
、
「
中
小
企
業
活

性
化
協
議
会
」
の
機
能
強
化

に
向
け
、
地
域
ご
と
の
「
商

店
街
振
興
部
会
」
の
設
置
を

提
案
し
ま
し
た
。

カ
ジ
ノ
誘
致
推
進
の

区
政
を
批
判

臨
海
部
に
カ
ジ
ノ
を
誘
致

す
る
問
題
で
、
区
が
「
観
光

と
地
域
経
済
活
性
化
が
期
待

で
き
る
」
と
し
て
積
極
姿
勢

を
示
し
て
い
る
こ
と
を
批

判
。
刑
法
や
最
高
裁
判
決
で

堅
く
禁
じ
て
い
る
賭
博
で
地

域
経
済
活
性
化
を
図
る
な
ど

許
さ
れ
な
い
こ
と
。
臨
海
部

に
は
学
校
や
マ
ン
シ
ョ
ン
も

あ
り
、
住
民
へ
の
悪
影
響
、

犯
罪
集
団
の
温
床
に
な
る
な

ど
、
ま
ち
づ
く
り
の
大
問
題

だ
と
指
摘
し
、
誘
致
に
反
対

せ
よ
と
迫
り
ま
し
た
。区
は
、

誘
致
へ
の
期
待
を
再
度
示
し

ま
し
た
。

違
法
な
「
カ
ジ
ノ（
賭
博
）」
を

推
進
す
る
江
東
区
政

東
京
五
輪
を
て
こ
に
、
カ
ジ
ノ
を

合
法
化
さ
せ
開
設
さ
せ
よ
う
と
す
る

国
の
動
き
に
迎
合
し
、
江
東
区
も
臨

海
部
に
カ
ジ
ノ
誘
致
を
推
進
す
る
姿

勢
を
示
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
「
カ

ジ
ノ
（
賭
博
）
」
と
は
、
健
全
な
勤

労
精
神
を
麻
痺
さ
せ
る
こ
と
や
、
治

安
の
悪
化
、
青
少
年
の
健
全
育
成
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、
刑
法

で
固
く
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
賭
博
に

対
す
る
最
高
裁
の
判
例
で
も
厳
し
く

断
罪
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
域
経
済
の
活
性
化
に
逆
行
、

ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
も
増
大

カ
ジ
ノ
推
進
派
は
「
地
域
経
済
の

活
性
化
に
有
効
」
と
説
明
し
て
い
ま

す
が
、
カ
ジ
ノ
は
治
安
維
持
費
や
犯

罪
に
よ
る
被
害
額
な
ど
、
社
会
政
策

上
の
支
出
を
増
や
す
こ
と
や
、
現
在

５
６
０
万
人
と
も
言
わ
れ
、
多
重
債

務
や
家
族
の
崩
壊
を
引
き
起
こ
す

「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
」
を
増
加
さ

せ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
カ
ジ
ノ
と
い
う
の
は

「
負
け
る
人
が
い
る
上
に
成
り
立
つ
」

も
の
で
、
健
全
な
経
済
対
策
と
は
到

底
言
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

住
民
福
祉
の
向
上
な
ど
、
自
治

体
本
来
の
役
割
を
果
た
せ

江
東
区
は
、
カ
ジ
ノ
合
法
化
・
誘

致
を
撤
回
し
、
自
治
体
が
本
来
果
た

す
べ
き
住
民
福
祉
の
向
上
や
雇
用
対

策
、
中
小
企
業
支
援
の
抜
本
的
拡
充

を
図
り
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図

る
べ
き
で
す
。

青
少
年
に
も
悪
影
響

「
カ
ジ
ノ
推
進
」
は
許
し
ま
せ
ん

安
倍
政
権

は
、
国
民
多

数
の
反
対
世

論
に
背
を
向

け
、
海
外
で

の
武
力
行
使

を
可
能
と
す

る
集
団
的
自
衛
権
行
使
を

容
認
す
る
「
閣
議
決
定
」

を
強
行
し
た
▼
こ
れ
ま
で

の
「
集
団
的
自
衛
権
行
使

は
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
」

と
す
る
政
府
見
解
は
、
半

世
紀
を
超
え
る
長
い
国
会

論
戦
の
積
み
重
ね
で
確
定

し
て
き
た
▼
そ
れ
を
、
与

党
だ
け
の
密
室
協
議
で
、

一
片
の
「
閣
議
決
定
」
で

強
行
す
る
の
は
、
憲
法
破

壊
の
ク
ー
デ
タ
ー
と
も
い

う
べ
き
暴
挙
だ
▼
軌
を
一

に
、
６
月
区
議
会
で
は
自

民
が
「
国
会
に
憲
法
改
正

の
早
期
実
現
を
求
め
る
意

見
書
案
」
を
提
出
し
た
▼

意
見
書
調
整
会
議
で
は
、

公
明
・
こ
う
と
う
５０（
旧

み
ん
な
）が
提
出
に
賛
成
、

民
主
が
保
留
。
わ
が
党
議

員
は
、
自
民
党
の
改
憲
草

案
が
「
軍
隊
を
持
た
な
い
」

と
し
た
憲
法
９
条
２
項
を

削
除
し
、
国
防
軍
を
明
記

し
て
い
る
と
指
摘
。
提
出

を
断
念
さ
せ
た
▼
今
、
戦

争
か
平
和
か
を
め
ぐ
る
戦

後
最
大
の
岐
路
を
迎
え
て

い
る
。
憲
法
を
壊
す
な
、

海
外
で
戦
争
す
る
国
づ
く

り
を
許
す
な
、
こ
の
一
点

で
力
を
あ
わ
せ
よ
う
。

す
が
や
俊
一
議
員
の
本
会
議
質
問

６月２２日 医療・介護シンポジウム

東陽町駅西口で宣伝を行う共産党江東区議団

（１） ２０１４年７月発行江 東 区 議 団 ニ ュ ー ス


